
旧神明町老人いこいの家 概要 

 

１ 土地・建物概要 

（１）土地 

①所在地  川崎市幸区神明町２－２ 

②敷地面積 ６７６．２７㎡ 

③用途地域 第二種住居地域 

        ※建ぺい率６０％、容積率２００％ 

④高度地区 第三種高度地区（建築物の高さの最高限度２０ｍ） 

⑤台帳価格 １８６，１０９千円 

（２）建物 

  ①延床面積 ２１４．５６㎡（うち倉庫 ９．９１㎡） 

  ②構造   軽量鉄骨造平屋建（倉庫 コンクリートブロック造平屋建） 

  ③建築年月 昭和３８年３月（築年数 ４９年） 

④台帳価格 ７，８０１千円（うち倉庫 ２２７千円） 

 

 

２ 神明町の高齢化の状況について   

 全人口 ６５歳以上 高齢化率 

神明町１・２丁目 3,719 人 559 人 15.0％ 

幸区 155,795 人 30,348 人 19.5％ 

川崎市 1,417,486 人 242,579 人 17.1％ 

【町別年齢別人口統計 平成２４年３月末日】  
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河原町団地 

旧神明町老人いこいの家周辺地図 

御幸中学校 

御幸小学校 

南河原小学校 

南河原こども文化センター 

地域子育て支援センター「ふぁみぃゆ南河原」

旧神明町老人いこいの家 

御幸老人いこいの家 

御幸日中活動センター 

河原町保育園 

南河原保育園 

河原町ふれあいデイサービスセンター 

特別養護老人ホーム 
地域交流スペース 
小規模多機能型居宅介護事業所 
（平成 24年度末開所予定） 

河原町団地 

さいわい健康福祉プラザ 
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旧神明町老人いこいの家におけるこれまでの経過 

 

 

昭和３８年 ４月 神明町保育園設置 

昭和４６年 ６月 河原町保育園を開設し、神明町保育園を閉園する計画があ

ったため、神明町保育園跡地を児童公園にする趣旨の陳情

書が市長あてに提出される 

      ９月 同趣旨の陳情書が議長あてに提出される 

     １０月 市議会第４委員会（当時）において審議の結果、継続審議 

昭和４７年 ２月 同委員会において審議の結果、全会一致で採択 

４月 河原町保育園の設置により神明町保育園閉園 

           市民生局（当時）と神明町町内会において、保育園の建物

と跡地を「老人いこいの家及び留守家庭児ホール」として

利用することについて地元と協議 

９月 地元町内会との間で市長名により覚書（参考資料参照）を

締結 

昭和４８年 １月 神明町老人いこいの家開設 

          

 

平成２３年 ３月 神明町老人いこいの家運営委員会において、神明町老人い

こいの家が老朽化により御幸老人いこいの家へ機能移転し

たことに伴い、当該建物は解体することを説明 

         その際、運営委員の１人であった神明町町内会長より、建

物を解体せず、そのまま利用したい旨の意見有り   

平成２３年 ３月 神明町老人いこいの家廃止 

         庁内関係課により跡地利用について検討 

平成２３年１１月 跡地活用について、市の方向性として公園を整備したい旨、

神明町町内会へ説明 

平成２３年１２月 神明町町内会から要望書が提出される 

平成２４年 ２月 要望書を受け、再度、庁内で協議したが、公園を整備する

という方向性について、変更がない旨、神明町町内会へ説

明 
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 身近な公園の整備推進について 
＜身近な公園の整備推進に向けた方向性＞                                    ＜街区公園優先配置地区＞ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇平成２０年３月「川崎市緑の基本計画」の改定 

◎公園緑地の整備に関する４つの施策 

①大規模公園緑地の整備推進 

②身近な公園の整備推進 

③多様な手法による公園緑地の整備推進 

④リフレッシュパーク事業の推進 

 

                   
 

   

 

 

 

 

①公共用地の転用 

公共施設の再編や道路・ 

河川等の整備に伴う未利 

用地の活用による公園緑 

地の整備。 

②借地公園制度の活用 

平成 16 年度の都市公園法 

改正に対応した借地方式に 

よる公園整備の実施。 

③用地取得 

地権者からの用地買収によ

る公園緑地の整備。 

④開発行為等における公園 

緑地の整備 

一定規模以上の建築行為

及び開発行為における事業

者協議・指導による公園緑

地の整備。 

  

３２地区を「優先的に整備を推進する地区」として位置づけ、多様な手法により身近な 

公園の整備を推進する。 

身近な公園の整備推進の考え方（３２地区位置図） 

●身近な公園の整備推進の考え方に基づくと、川崎市内１１４地区（小学校

区）のうち、３２地区が優先的に公園の整備が必要な地区となる。 

●身近な公園の整備推進の考え方 

小学校区を構成する町丁目の３分の２に

公園がない場合、優先的にその小学校区

に公園を整備する。 

（緑の基本計画に基づく、おおむね２０１８年までの考え方。） 

川崎市緑の基本計画 

身近な公園の整備推進の考え方 多様な手法による公園

緑地の整備の考え方 

身近な公園の整備推進に向けた方向性 
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凡　例
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街区公園

その他の公園

小学校区

町丁目界

⑦　柳　　町

⑥南幸町３丁目 ⑤南幸町２丁目

南河原小

当該地①神明町１丁目

②神明町２丁目
③　都　町

④南幸町１丁目



現　地
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